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１．池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルの改訂の目的と内容 

（１）改訂の目的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（２）改訂の内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルの改訂について 

○ 現在の「駐車場地域ルール」（令和２年３月策定、同年10月運用開始）は、基本的な考え方を

定めた「池袋地区駐車場地域ルール要綱（以下、「要綱」という。）」および取扱いの詳細、基準、

手続き等を定めた「池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアル（以下、「運用マニュアル」という。）」

によって構成されている。 

  この要綱（駐車場地域ルール）は、「池袋地区駐車場整備計画」（以下「整備計画」という。）（平

成30年4月策定、駐車場法（昭和32年法律第106号）第4条に定める駐車場整備地区）の基本方

針を達成するために定められたものである。 

 

〇 整備計画策定以後、「池袋地区駐車場地域ルール」、「南北区道周辺荷さばきルール」を策定し、

また、令和4年3月に地域の駐車・まちづくり将来像と対応施策をまとめた「池袋地区駐車・まち

づくりマネジメントガイドライン」を策定した。 

 

〇 この度、これら関連施策との整合を図り、今後の駐車駐車施設のあり方や駐車施設の役割など

を見直した整備計画の改定を令和６年３月に予定しているため、要綱（参考資料3参照）と併せて

運用マニュアル内の用語の整合などを行うものである。 

 

（参考資料２参照） 

〇 また、駐車場の整備に際し、障害者の駐車施設を関係法令に則り整備することを運用マニュア

ルに明記しているが、障害者用駐車スペースであることを路面表示することまでの決めは無く、

駐車スペースとして確保されることに留まり、障害者用駐車スペースであることが一目で認識で

きない事例が見受けられた。 

そのため、駐車場地域ルールを適用する際には、障害者用駐車スペースであることを一目で認

識できるよう、「床面へ障害者を示す国際シンボルマークや斜線表示すること」を運用マニュアル

内へ、明確に追記することとした。 

○ 池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルについて、下記の改訂を行う。 

■２．池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルの目的（２ページ） 

■４．池袋地区駐車場地域ルールの基本的な枠組み（３ページ） 

■６．対象駐車施設および対象建築物（６ページ） 

■７．駐車施設の附置整備基準（１１ページ） 

■８．駐車施設の構造等（２３、２４ページ） 

・乗用車の駐車施設及び障害者のための駐車施設において配慮すべき事項内において、「障害者用

駐車スペースである旨を見やすい方法により表示」（路面への表示）する旨を追記。 

■９．駐車施設の隔地・集約化（２９、３２ページ） 

■１０．駐車施設における出入口の集約化（３５ページ） 

■１１．地域貢献策の実施（３６、３７、３８，４１ページ） 

・用語の修正および追加 

【主な改訂ポイント（用語）】 

・フリンジ（集約）駐車場 → フリンジ・集約駐車場 

・「荷さばき集約駐車施設」の追記 

 ↓ 

上記、用語の修正、追記に合わせて要綱および運用

マニュアル内の各所を更新 
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２．池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルの新旧対応表 

 
改訂前 改訂後 
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改訂前 改訂後 
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改訂前 改訂後 

  
 
 



 

5 

 
改訂前 改訂後 

  

 



 

6 

 
改訂前 改訂後 

  
 



 

7 

 
改訂前 改訂後 

 
 

 



 

8 

 
改訂前 改訂後 

  
 



 

9 

 
改訂前 改訂後 

  
 



 

10 

 
改訂前 改訂後 

  
 



 

11 

 
改訂前 改訂後 

  

 



 

12 

 
改訂前 改訂後 

  
 



 

13 

 
改訂前 改訂後 

  
 
 



 

14 

 
改訂前 改訂後 

  
 


